
令和７年度鳥取県会計年度任用職員（ＡＬＴ（外国語指導助手）支援員）採用試験 

募集案内 

 

＜担当・問い合わせ先＞ 

 
◆鳥取県教育委員会事務局高等学校課指導担当◆ 
   〒680-8570 鳥取市東町一丁目271番地（鳥取県庁第２庁舎５階） 
   電話(0857)26-7786 https://www.pref.tottori.lg.jp/koukou/ 

 
 
１ 受付期間・試験日時・試験会場・合格者発表日 

受 付 期 間       令和７年１月２７日（月）～令和７年２月１０日（月） 
試 験 日 時      
  
 

 令和７年２月２５日（火） 
  ◎開 場 時 刻       午前９時００分 
  ◎試験開始時刻       午前９時３０分 

 
試 験 会 場        鳥取県庁第２庁舎６階 第２教育会議室（鳥取市東町一丁目271番地） 

合  格  者 

発 表 日       
 令和７年３月６日（木） 

 
２ 募集職種・採用予定者数・職務内容・配属先 

職  種 
採  用 

予定者数 
職  務  内  容 配属先 

ＡＬＴ支援員 １ 名 

 
○県教育委員会事務局における業務 
・ＪＥＴプログラム関係事務 
・県立高等学校配置のＡＬＴの配置校の決定補助 
・県立高等学校配置のＡＬＴの訪問指導 
・新規市町村及び私立高等学校配置のＪＥＴプログラム

によるＡＬＴの訪問 
・県教育委員会事務局小中学校課、高等学校課の英語担

当指導主事の補助 
・新規ＡＬＴを対象とした東京オリエンテーションの実

施及び出迎え等 
○県内県立高等学校配置のＪＥＴプログラムによるＡ

ＬＴの支援 
・連絡及び情報提供並びに仕事や日常生活についての相

談対応 
・日本語能力が十分でない場合の通訳 
・オリエンテーション、各種研修会の企画・実施 
○市町村教育委員会、学校からの相談対応 
○その他 
・県観光交流局交流推進課、国際交流財団などの業務へ

の協力（研修の準備や運営・通訳・随行など） 等 
 

鳥取県教育委員会事
務局高等学校課 

  
 
３ 任用期間 

  令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

（勤務評価の成績が良好な場合には、令和８年３月３１日以降も引き続き任用を行うことがあります。

ただし、最初の任用から通算して５年間の任用を限度とします。なお、予算の都合等により、任用期間

が変更になる場合があります。） 

※辞令は年度末に一度切れ、年度初めに再度発令されることとなる。 

 

４ 受験資格 

      （１）年齢、性別を問いません。 



   （２）募集要件等 

      ・英語を母国語とする者又はそれと同等の能力を持つ者。 

      ・日本語能力試験Ｎ１（公益財団法人日本国際教育支援協会主催）合格者又はこれに相当する

日本語能力を有すること。 

      ・小・中・高等学校の英語教育におけるＡＬＴの役割等について一定の見識を有すること。 

      ・過去に日本において、上記２の職務内容に記載された業務について、５年以上の経験を有す

ること。 

（３）地方公務員法第１６条に該当する人（次のいずれかに該当する人）は受験できません。 

   ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の人。 

   ・鳥取県職員として懲戒免職処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人。 

   ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した人。 

（４）日本国籍を有しない人については、活動に制限のない在留の資格を取得している人又は令和７

年３月３１日までにこの資格を取得する見込みの人に限り受験できます。 

また、日本国籍を有しない人は、公権力の行使に該当する業務（許認可事務、補助金等業務等）

には就くことができません。 
 

５ 試験内容 

試  験  種  目        配 点 内     容 

作文試験 ３０点 

文章による表現力、課題に関する理解力に関する英語及び日本語で

の作文試験 

（６０分） 

面接試験 ７０点 

人柄、専門性、実務経験などについて、日本語での個別面接による

試験 

（一人あたり約２５分） 

 

６ 勤務条件（予定） 

 
 給  与 
  
 

 
１ 基 本 額   時給２，６９０円 
２ 支 給 日   毎月２１日（ただし、支給日が日曜日、土曜日又は休日の場合は、

直前の日曜日、土曜日又は休日でない日） 
３ 昇 給   なし 
４ 賞 与   あり 
５ 退 職 金   なし 
６ 通 勤 手 当 

・通勤距離片道２キロ以上の場合に支給します。 
・交通機関利用者は、定期券と回数券のうち、安価な方の額で通勤回数に応じて１月当

たり150,000円を限度額とします。 
・自家用車等使用者は、使用距離及び通勤回数に応じて、月額1,700円から53,100円ま

での範囲内で支給します。 
 

 福  利  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 

 
 
 休  暇 
  
 
 

 
次に掲げる休暇を取得できます。 
(1)年次有給休暇 
  １０日が付与されます。 
(2)特別休暇等（夏季休暇等） 
 

勤務日及び      
勤務時間      

月曜日～金曜日（週３０時間勤務。ただし、特に勤務を命じる場合は、振替を行う） 

※ 上記勤務条件は現時点のものであり、採用時までに制度改正又は給与改定があった場合は、それによ
ります。 



７ 受験申込手続 
 
提 出 書 類 
 
 
 

 
(1)履歴書（市販のJIS規格のもの） １部 
(2)業務経歴書（職歴業務内容） 様式自由 １部 
(3)在留資格及び在留期間を表す書類の写し １部 
郵送または持参によることとし、令和７年２月１０日（月）必着 
持参の場合の受付時間は午前８時30分から午後５時15分まで（土・日・祝日を除く。） 
 

 
申 込 み 先       
 

 
鳥取県教育委員会事務局高等学校課指導担当 
  〒680-8570 鳥取市東町一丁目２７１番地（鳥取県庁第２庁舎５階） 
  電話(0857) 26-7786 https://www.pref.tottori.lg.jp/koukou/ 
 

  ※車イス等で来場される方は、会場準備の都合がありますので、申込み時にお知らせください。 
  ※提出書類等は返却しませんので、あらかじめご承知ください。 

８ 合格者の決定方法 

 作文試験、面接試験の得点を合計した得点の高い順に決定します。ただし、合計した得点が一定の基

準（全体の６割）に満たない場合は、順位にかかわらず不合格とします。 

 

９ 合格者の発表 

   受験者全員に合否を通知します。 

 

10 試験結果の開示 

合否の通知に、試験種目毎の得点、合計得点、及び順位を含めます。 

 

11 試験に関する注意事項 
 

（１）試験当日は、試験開始時刻までに必ず試験会場に入室してください。（遅刻者は原則として受験

できません。） 

（２）受験の際は、筆記用具を持参してください。 

 

12 個人情報の取扱い 
 

  本試験に関して収集した個人情報については、本試験の選考、合格決定通知書の発送及び採用手続き以

外には利用しません。 
 


